
【表紙】
　

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年６月27日

【中間会計期間】 第31期中（自　平成24年10月１日　至　平成25年3月31日）

【会社名】 株式会社ディーワンダーランド

【英訳名】 D Wonderland Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　小川　浩平

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪二丁目１５番８号

【電話番号】 ０３－５４２１－６１１１（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役　　堀内　治芳

【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪二丁目１５番８号

【電話番号】 ０３－５４２１－６１１１（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役　　堀内　治芳

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ディーワンダーランド(E04915)

半期報告書

 1/42



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（１）連結経営指標等
回次 第29期中 第30期中 第31期中 第29期 第30期

会計期間

自　平成22年
10月１日

至　平成23年
３月31日

自　平成23年
10月１日

至　平成24年
３月31日

自　平成24年
10月１日

至　平成25年
３月31日

自　平成22年
10月１日

至　平成23年
９月30日

自　平成23年
10月１日

至　平成24年
９月30日

売上高 (千円) 6,773,071 － 8,411,90414,725,46515,213,690

経常利益 (千円) 744,724 － 728,815 1,447,311 919,396

中間（当期）純利益または中間（当

期）純損失（△）
(千円) 303,697 － 313,084 603,889 △86,945

中間包括利益または包括利益 (千円)　 304,195 － 320,487 607,985 △89,878

純資産額 (千円) 8,965,291 － 9,499,6909,269,0819,179,202

総資産額 (千円) 16,631,098 － 15,630,34016,505,78215,710,838

１株当たり純資産額 (円) 247.50 － 262.25 255.88 253.41

１株当たり中間（当期）純利益金額

または１株当たり中間（当期）純損

失金額（△）

(円) 8.38 － 8.64 16.67 △2.40

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 53.9 － 60.8 56.1 58.4

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 251,856 － 710,395 711,021 1,223,273

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △27,848 － △70,934 △156,402 △675,798

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △300,000 － △557,493 △875,000△1,679,202

現金および現金同等物の中間期末

（期末）残高
(千円) 2,293,183 － 999,035 2,048,794 917,067

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(人)

178

(16)

－

(－)

235

(24)

192

(13)

194

(16)

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第29期中間連結会計期間の中間包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

３．平成24年２月15日付で銀行団によって大黒屋株式の株式売買予約完結権を行使され、第30期中間連

結会計期間末において連結子会社が存在しないため、第30期中間連結会計期間の中間連結財務諸表は

作成しておりません。

　　　４．第29期中間連結会計期間及び第29期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金
額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第30期連結会計年度の潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失金額である
ため記載しておりません。第31期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの、当該潜在株式に係る株式は非上場であり、期中平均株価が把握で
きないため記載しておりません。
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（２）提出会社の経営指標等
回次 第29期中 第30期中 第31期中 第29期 第30期

会計期間

自　平成22年
10月１日

至　平成23年
３月31日

自　平成23年
10月１日

至　平成24年
３月31日

自　平成24年
10月１日

至　平成25年
３月31日

自　平成22年
10月１日

至　平成23年
９月30日

自　平成23年
10月１日

至　平成24年
９月30日

売上高 (千円) 2,177 673 647 4,555 1,399

経常損失（△） (千円) △35,004 △86,598 △49,207 △146,242 △170,895

中間（当期）純損失（△） (千円) △24,947 △102,064 △49,805 △76,163 △186,707

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － － － －

資本金 (千円) 4,000,0004,000,0004,000,0004,000,0004,000,000

発行済株式総数 (株) 36,223,85036,223,85036,223,85036,223,85036,223,850

純資産額 (千円) 6,067,1275,913,8465,779,3976,015,9115,829,203

総資産額 (千円) 6,332,1956,063,1195,797,0226,328,9275,840,051

１株当たり純資産額 (円) 167.49 163.26 159.55 166.08 160.92

１株当たり中間（当期）純損失金額

（△）
(円) △0.68 △2.82 △1.37 △2.10 △5.15

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － － －

自己資本比率 (％) 95.8 97.5 99.7 95.0 99.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) － △104,384 － － －

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) － △113,000 － － －

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) － － － － －

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
(千円) － 128,903 － － －

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－

(1)

－

(1)

－

(0)

－

(1)

－

(1)

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第29期事業年度及び第30期事業年度は連結財務諸表を作成しているため、第29期中間会計期間及び

第31期中間会計期間は中間連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合の投資利益、営業

活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フ

ロー、現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高は記載しておりません。　

３．第30期中間会計期間の持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりませ

ん。

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。
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２【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　

３【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

（1）連結会社の状況

 平成25年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

　質屋、古物売買業 235(24)

　不動産賃貸業 －(0)

　全社（共通） －(0)

　合計 235(24)

　　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当中間

連結会計期間の平均人員を（  ）外数で記載しております。

　

（2）提出会社の従業員の状況

 平成25年３月31日現在

従業員数（人） －(0)

　　（注）  従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者

数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当中間会計期間の平均人員を（  ）外数

で記載しております。

（3）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

　当中間連結会計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日）におけるわが国の経済は、東日本大震災か

らの復興関連需要等に加え、昨年末の政権交代に伴う金融緩和政策等を背景に円高修正・株高が進行し、消費者マ

インドの兆しが見られ、デフレ脱却・経済成長への期待が高まっておりますが、依然として消費者の低価格志向は

強い状況にあります。

　このような経済状況のもとで、当社グループが立脚する中古品小売業界におきましては、消費者の低価格志向が

高く、また、地金相場や為替の変動等の影響を受け、さらには、インターネット等による中古品売買の急速な普及・

拡大により同業他社間での買取・販売における競争激化が一層加速する状況となっております。

　このような経営環境下において、当社子会社の株式会社大黒屋（以下「大黒屋」という。）は組織力の強化、販促

活動の拡充、教育の充実等、積極的に様々な経営施策に取り組み、企業価値の向上に努めて参りました。

　同社の商品売上につきましては、平成24年12月以降の円安に伴う外国人観光客等による免税売上の増加や既存店

舗の増床効果により順調に推移し、半期における過去最高の売上を確保いたしました。また、利益面につきまして

は、各支店毎の効率的運営、適正な価格での買取による利益率の確保、さらに経費削減に努め、安定した利益を確保

できる企業体質の強化に取り組み、当初計画を上回る利益を確保いたしました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は8,411百万円となり、連結営業利益は1,062百万円、連結経常利益

は728百万円、連結中間純利益は313百万円となりました。

　

  なお、前中間連結会計期間は中間連結財務諸表を作成していないため、前年同期との比較分析は行っておりま

せん。（以下「(2）キャッシュ・フローの状況」、「２  生産、受注及び販売の状況」及び「７  財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」においても同じ。）

　　

（2）キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、999百万円となりました。

　　当中間連結会計期間中における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果得られた資金は710百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益728百万円、のれん

償却額280百万円、減価償却費40百万円の計上の一方で、売上債権の増加126百万円、利息の支払342百万円、法人

税等の支払245百万円があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は70百万円となりました。これは主に、貸付金の回収による収入37百万円、無形

固定資産の取得による支出70百万円、差入保証金の差入による支出43百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果使用した資金は557百万円となりました。これは長期借入金の返済によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

（1）仕入実績

セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）

質屋、古物売買業（百万円） 5,799

合計（百万円） 5,799

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 　

（2）販売実績　

セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）　

 質屋、古物売買業（百万円） 8,411

 不動産賃貸事業（百万円） 0

合計（百万円） 8,411

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

３【対処すべき課題】

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　

４【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。

　

５【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
　文中における将来に関する事項は、半期報告書提出日において当社グループが判断したものであります。
　
（1）重要な会計方針及び見積り
　当社の中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しており、
当社の中間連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　(1)中間連結財務諸表　中間連結財務
諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。この中間連結財務諸表の作成にあたって
は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、見積り及び判断を行っておりますが、不確実
性あるいはリスクがあるため、将来における実際の結果と異なる場合があります。
　

（2）当中間連結会計期間の経営成績の分析
　当社子会社の株式会社大黒屋（以下「大黒屋」という。）は組織力の強化、販促活動の拡充、教育の充実等、積極
的に様々な経営施策に取り組み、企業価値の向上に努めて参りました。
　同社の商品売上につきましては、平成24年12月以降の円安に伴う外国人観光客等による免税売上の増加や既存店
舗の増床効果により順調に推移し、半期における過去最高の売上を確保いたしました。また、利益面につきまして
は、各支店毎の効率的運営、適正な価格での買取による利益率の確保、さらに経費削減に努め、安定した利益を確保
できる企業体質の強化に取り組み、当初計画を上回る利益を確保いたしました。
　以上の結果、当連結中間会計期間の連結売上高は8,411百万円となり、連結営業利益は1,062百万円、連結経常利益
は728百万円、連結中間純利益は313百万円となりました。
　

（3）経営成績に重要な影響を与える要因について
①合同会社湯島キャピタルとの融資契約書における財務制限条項等について
　大黒屋が借り入れているタームローン5,304百万円について財務制限条項、資産制限条項がついており、財務制
限条項、資産制限条項に抵触した場合、融資契約上の全ての債務について期限の利益を失い、当社グループの資
金繰り及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
　当該財務制限条項等の詳細は、連結貸借対照表関係注記※４に記載のとおりであります。　

　
②小規模組織であることについて
　当社は、取締役４名、監査役４名の小さな組織であり、内部管理体制も現状の組織規模に応じたものになってお
ります。今後、事業の成長に合わせて、人員の増強・育成及び内部管理体制の充実を図る方針でありますが、人材
の確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まなかった場合には、適切な組織対応ができず、当社及び当社グルー
プの業務効率や事業拡大に支障をきたす恐れがあります。

　
③大黒屋の子会社化による業績の影響について
　当社グループの業績は大黒屋の業績の影響を大きく受けることが見込まれ、大黒屋の業績が悪化した場合に
は、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。

　
（4）経営戦略の現状と見通し　
　当社は、グループ企業の価値の新たな創造を目指し、変化の著しい経営環境に迅速かつ柔軟に対応していくべく、
平成21年９月18日をもって持株会社体制に移行しております。
　当社連結の業績見通しに関しては、当社グループの主要事業を営む大黒屋の業績の影響を大きく受けます。
　国内店頭売上は、全店合計でほぼ横ばいと見込んでおりますが、円安傾向に伴う外国人観光客等による免税売上
の増加や、金相場の高騰・高止まりに伴う買収金額の増加を見込めることから、当社グループ全体として当初計画
を上回る増収を見込んでおります。引き続き、各支店毎の効率的運営、適正な価格での買取による利益率の確保、さ
らに経費削減に取り組み、事業の規模の拡大を図ってまいります。
　

（5）資本の財源及び資金の流動性についての分析
①キャッシュ・フローの分析
　キャッシュ・フローの分析については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要」に記載のとおりであります。
②財務政策
　当社グループの財務政策は、常に資金効率を最大限に高める活動を行いながら、営業活動によりキャッシュ・
フローと金融機関からの長期・短期の借入により必要となる十分な資金を確保し、財務体質を強化することに
あります。
　

（6）経営者の問題意識と今後の方針
　当社グループは、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めております。
今後も業種・業態を越えた企業間競争が一層激化するものと予想されますが、競合他社との差別化を図り、積極的
に提案営業を推進し、顧客に信頼されるパートナーとなるよう企業価値の最大化を目指してまいります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に異動はありません。　

　

２【設備の新設、除却等の計画】

　子会社である大黒屋は、関東地区13店舗・関西地区５店舗・東海地区１店舗の構成ですが、同社を取り巻く環境、顧

客ニーズに対応すべく、本社管理機能の一部を都心に移設する予定です。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 140,000,000

計 140,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行数（株）

（平成25年３月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成25年６月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 36,223,850 36,223,850　非上場
単元株式数

100株

計 36,223,850 36,223,850 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成24年10月１日～
平成25年３月31日

－ 36,223,850 － 4,000,000 － －

　

EDINET提出書類

株式会社ディーワンダーランド(E04915)

半期報告書

 9/42



（６）【大株主の状況】

平成25年３月31日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％）

オリオン・キャピタル・マ

ネージメント株式会社

東京都港区高輪２丁目15-

８
14,000 38.64

宮本　雅史 東京都目黒区 7,564 20.88

齋藤　祐二 千葉県市川市 3,600 9.93

齋藤　雄大 千葉県船橋市 2,000 5.52

齋藤　武 千葉県船橋市 1,000 2.76

小林　祐介 東京都千代田区 600 1.65

有限会社Ｓ＆Ｙ
千葉県松戸市上本郷2235-3

リビオ北松戸1303
600 1.65

中　修一 岡山県岡山市南区 525 1.44

齋藤　勝雄 千葉県浦安市 400 1.10

齋藤　菜奈 千葉県船橋市 400 1.10

計 ────── 30,689 84.72

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　   700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　36,222,800 362,228 －

単元未満株式 普通株式　　　　 350 － －

発行済株式総数  36,223,850 － －

総株主の議決権 － 362,228 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式17株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社ディー

ワンダーランド

東京都港区高輪

二丁目15番８号
700 － 700 0.00

計 － 700 － 700 0.00
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２【株価の推移】

　当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。　

３【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日
監査役 ― 田中　嘉博 平成24年12月31日
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(１)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号）に基づいて作成しております。

　

(２)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しております。

　

(３)当社は、前年同期においては子会社がありませんでしたので、前中間連結会計期間（平成23年10月１日から平成

24年３月31日まで）の中間連結財務諸表を作成しておりません。従って、前中間連結会計期間との対比は行ってお

りません。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（平成24年10月１日から平成25年３

月31日まで）の中間連結財務諸表及び中間会計期間（平成24年10月１日から平成25年３月31日まで）の中間財務諸

表について、明誠監査法人により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】
（１）【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 917,067

※1
 999,035

売掛金 ※1
 323,125

※1
 367,635

たな卸資産 ※1, ※3
 3,021,169

※1, ※3
 3,028,667

繰延税金資産 92,816 113,420

営業貸付金 ※1
 1,749,035

※1
 1,830,842

その他 330,625 204,368

貸倒引当金 △5,157 △1,868

流動資産合計 6,428,683 6,542,102

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2
 289,823

※1, ※2
 269,061

土地 ※1
 338,169

※1
 338,169

建設仮勘定 11,283 －

その他（純額） ※2
 84,387

※2
 79,258

有形固定資産合計 723,664 686,489

無形固定資産

のれん 7,564,451 7,284,286

その他 20,179 89,814

無形固定資産合計 7,584,630 7,374,100

投資その他の資産

投資有価証券 23,380 33,996

繰延税金資産 50,997 54,756

その他 902,121 941,536

貸倒引当金 △2,640 △2,640

投資その他の資産合計 973,859 1,027,648

固定資産合計 9,282,155 9,088,238

資産合計 15,710,838 15,630,340

負債の部

流動負債

買掛金 53,256 26,252

１年以内返済の長期借入金 ※1, ※4
 1,144,419

※1, ※4
 1,220,814

未払法人税等 246,051 443,755

ポイントカード引当金 81,049 81,360

その他 247,452 228,586

流動負債合計 1,772,228 2,000,768

固定負債

長期借入金 ※1, ※4
 4,717,328

※1, ※4
 4,083,440

退職給付引当金 29,078 32,241
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成25年３月31日)

その他 13,000 14,200

固定負債合計 4,759,406 4,129,881

負債合計 6,531,635 6,130,650

純資産の部

株主資本

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 2,133,292 2,133,292

利益剰余金 3,049,287 3,362,372

自己株式 △609 △609

株主資本合計 9,181,970 9,495,055

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,767 4,634

その他の包括利益累計額合計 △2,767 4,634

純資産合計 9,179,202 9,499,690

負債純資産合計 15,710,838 15,630,340
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】

（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

売上高 8,411,904

売上原価 5,792,298

売上総利益 2,619,605

販売費及び一般管理費 ※1
 1,557,012

営業利益 1,062,593

営業外収益

受取利息 3,553

受取配当金 157

受取保険金 2,427

受取損害賠償金 1,135

還付加算金 1,673

その他 1,428

営業外収益合計 10,375

営業外費用

支払利息 341,944

その他 2,208

営業外費用合計 344,153

経常利益 728,815

税金等調整前中間純利益 728,815

法人税、住民税及び事業税 443,300

法人税等調整額 △27,569

法人税等合計 415,730

少数株主損益調整前中間純利益 313,084

中間純利益 313,084
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【中間連結包括利益計算書】
（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

少数株主損益調整前中間純利益 313,084

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,402

その他の包括利益合計 7,402

中間包括利益 320,487

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 320,487
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,000,000

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 4,000,000

資本剰余金

当期首残高 2,133,292

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 2,133,292

利益剰余金

当期首残高 3,049,287

当中間期変動額

中間純利益 313,084

当中間期変動額合計 313,084

当中間期末残高 3,362,372

自己株式

当期首残高 △609

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 △609

株主資本合計

当期首残高 9,181,970

当中間期変動額

中間純利益 313,084

当中間期変動額合計 313,084

当中間期末残高 9,495,055

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △2,767

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

7,402

当中間期変動額合計 7,402

当中間期末残高 4,634

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △2,767

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

7,402

当中間期変動額合計 7,402
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（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

当中間期末残高 4,634

純資産合計

当期首残高 9,179,202

当中間期変動額

中間純利益 313,084

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

7,402

当中間期変動額合計 320,487

当中間期末残高 9,499,690
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 728,815

減価償却費 40,204

のれん償却額 280,164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,289

ポイントカード引当金の増加又は減少額（△） 311

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,163

受取利息及び受取配当金 △3,710

支払利息 341,944

固定資産除却損 119

売上債権の増減額（△は増加） △126,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,497

仕入債務の増減額（△は減少） △27,004

その他 71,140

小計 1,298,043

利息及び配当金の受取額 221

利息の支払額 △342,506

法人税等の支払額 △245,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,230

有形固定資産の売却による収入 2,720

無形固定資産の取得による支出 △70,498

貸付金の回収による収入 37,000

差入保証金の差入による支出 △43,332

差入保証金の回収による収入 6,412

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △557,493

財務活動によるキャッシュ・フロー △557,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,968

現金及び現金同等物の期首残高 917,067

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 999,035
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　１社

 連結子会社の名称

　　株式会社大黒屋　　

２．持分法の適用に関する事項

　関連会社がないため、持分法は適用しておりません。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は連結中間決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　①有価証券

　その他有価証券

　時価のあるもの

中間連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）によっております。

　時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

　②たな卸資産

　　商品　　　　　　　　

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっ

ております。

　　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物及び構築物　３年～47年

　　車両運搬具　　　３年～６年

　　工具器具備品　　３年～20年

②無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）による定額法により償却してお

ります。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②ポイントカード引当金

　販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当中間

連結会計期間末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

(4）のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、20年間の均等償却を行っております。

(5）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(6）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

②質屋業における収益計上時期について

　売上高には質屋業における質料が含まれております。質料は営業貸付金に対する利息と質物（担保物）に

関する保管料を合わせた性格を有するものであります。この質料は後払いで入金されますが、質料を支払っ

て契約を継続するか流質させる（質物を放棄し、債務の弁済に充てる）かについては、顧客に選択肢がある

ため、質料は入金時点で認識し、売上計上しております。

　③連結納税制度の適用

連結納税制度は適用しておりません。

　

【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　この変更による損益に与える影響は軽微であります。　

　

【注記事項】

（中間連結貸借対照表関係）

※１．担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

　
　

　
　

前連結会計年度
（平成24年９月30日）

当中間連結会計期間
（平成25年３月31日）

預金 質権 547,832千円 702,064千円

売掛金 譲渡担保 323,125 367,635

営業貸付金 譲渡担保 1,749,035 1,830,842

たな卸資産 譲渡担保 3,020,349 3,027,971

建物及び構築物 抵当権 67,947 65,649

土地 抵当権 281,295 281,295

計　 5,989,585 6,275,459

　（注）１．上記以外に商標権の質権設定をしております。

２．関係会社株式（前連結会計年度及び当中間連結会計期間の取得価額5,505,100千円）につきましては質権が

設定されておりますが、連結子会社の株式のため連結貸借対照表では相殺消去されております。

　

担保付債務は、次のとおりであります。

　
　

前連結会計年度
（平成24年９月30日）

当中間連結会計期間
（平成25年３月31日）

１年内返済予定の長期借入金 1,144,419千円 1,220,814千円

長期借入金 4,717,328 4,083,440

　　

※２．有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度
（平成24年９月30日）

当中間連結会計期間
（平成25年３月31日）

705,724千円 744,694千円

　

※３．たな卸資産の内容

たな卸資産の内容は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成24年９月30日）
当中間連結会計期間
（平成25年３月31日）

商　品 3,020,349千円 3,027,971千円

貯蔵品 820 696

計 3,021,169 3,028,667
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※４．財務制限条項

　株式会社大黒屋（以下本件借入人）の１年以内返済の長期借入金（当中間連結会計期間の中間連結貸借対照表計

上額は1,220,814千円、前連結会計年度の連結貸借対照表計上額は1,144,419千円）及び長期借入金（当中間連結会

計期間の中間連結貸借対照表計上額は4,083,440千円、前連結会計年度の連結貸借対照表計上額は4,717,328千円）

について強制期限前弁済、財務制限条項、資産制限条項がついており、これらに抵触した場合、融資契約上の全ての

債務について期限の利益を失います。

（1）強制期限前弁済

　次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、当該各号に定める金額にて個別貸付の期限前弁済を行うこと

を要する。但し、全貸付人の書面による事前の承認を得た場合を除く。

①　本件借入人が、募集株式の発行、募集新株予約権の発行、新株予約権付社債の発行、自己株式の処分その他エク

イティ・ファイナンスによる資金調達を行った場合：

　当該資金調達（但し、当該資金調達に係る諸経費、公租公課を控除後）の100％相当額

②　本件借入人が、借入れ、社債の発行その他デッド・ファイナンスによる資金調達を行った場合：

　当該資金調達額（当該資金調達に係る諸経費、公租公課を控除後）の100％相当額

③　本件借入人が、その所有する簿価1億円以上の資産を第三者に売却した場合：

　当該資産売却代金（不動産証券化・流動化の代り金を含む。但し、当該売却に生ずる諸経費及び公租公課等

を控除後）の100％相当額　

④　本件借入人が、本件担保権の対象たる不動産に付保された保険契約に係る保険金を受領した場合：

　当該保険金額の100％相当額

⑤　本件借入人が、本件株式売買契約に基づく損害賠償請求により損害賠償金を受領した場合：

　当該損害賠償金額の100％相当額

（2）資産制限条項

　本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、事業又は重要な資産の全部又は一部の譲渡、本件

担保権以外の担保設定その他一切の処分を行ってはならない。

（3）財務制限条項

①　本件借入人は、財務コベナンツ計算書に定める各算式により算出される以下の財務指標値を維持するものと

する。

（イ）DSCR：0.9以上

（ロ）DSCR：0.7以上0.9未満、かつ、借入人保有の現預金総額6億円以上

②　本件借入人は、貸付人が承認したもの以外の一件あたり3億円を超える設備投資や資産の取得を行ってはなら

ない。

③　本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、募集株式の発行、募集新株予約権付社債の発行、そ

の他エクイティ・ファイナンスによる資金調達を行ってはならない。

④　本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、借入れ、社債の発行その他デッド・ファイナンス

による資金調達を行ってはならない。

⑤　本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対する保証債務の負担を行ってはならな

い。

⑥　本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、一事業年度あたりの累計支払額が３億円を超える

こととなるリース契約及びオフバランス取引に係る契約の締結及び履行を行ってはならない。

⑦　本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、手形、小切手その他のこれらに類する有価証券、証

書又は書類の発行を行ってはならない。

⑧　本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、資本金の減少、準備金の減少、株式分割、株式併合、

買収、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行ってはならない。　
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（中間連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　
　

当中間連結会計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）

給与手当 346,374千円

地代家賃 288,764

支払手数料 204,940

のれん償却 280,164

貸倒引当金繰入 △3,289

ポイントカード引当金繰入 311

　

　

（中間連結株主資本等変動計算書）

当中間連結会計期間（平成24年10月１日～平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式（株）

当中間連結会計期間
減少株式（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式                 

普通株式 36,223,850 － － 36,223,850

合計 36,223,850 － － 36,223,850

自己株式                 

普通株式 717 － － 717

合計 717 － － 717

　

　

（中間連結キャッシュ･フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

　
　

当中間連結会計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）

現金及び預金勘定 999,035千円

預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 999,035
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（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

　中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

　

前連結会計年度（平成24年９月30日）

　
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 917,067 917,067 －

（2）売掛金 323,125 323,125 －

（3）営業貸付金 1,749,035 　 　

貸倒引当金 △5,157 　 　

差引 1,743,877 1,743,877 －

（4）投資有価証券 18,880 18,880 －

資産計 3,002,949 3,002,949 －

（1）買掛金 (53,256) (53,256) －

（2）１年内返済の長期借入金 (1,144,419) (1,144,419) －

（3）未払法人税等 (246,051) (246,051) －

（4）長期借入金 (4,717,328) (4,717,328) －

負債計 (6,161,055) (6,161,055) －

負債に計上されているものは（ ）で表示しております。

　

当中間連結会計期間（平成25年３月31日）

　
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 999,035 999,035 －

（2）売掛金 367,635 367,635 －

（3）営業貸付金 1,830,842 　 　

貸倒引当金 △1,868 　 　

差引 1,828,974 1,828,974 －

（4）投資有価証券 29,496 29,496 －

資産計 3,225,142 3,225,142 －

（1）買掛金 (26,252) (26,252) －

（2）１年内返済の長期借入金 (1,220,814) (1,220,814) －

（3）未払法人税等 (443,755) (443,755) －

（4）長期借入金 (4,083,440) (4,083,440) －

負債計 (5,774,262) (5,774,262) －

負債に計上されているものは（ ）で表示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

（1）現金及び預金、（2）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（3）営業貸付金

営業貸付金の時価は、質草を担保とする債権でありますが、質草の預り期間は短期間であり、貸借対照表

価額から貸倒引当金を控除した金額に近似していることから当該価格を時価としております。

（4）投資有価証券

株式の時価は、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する詳細については、

「有価証券関係」注記をご参照ください。

　

負　債

（1）買掛金、（3）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（2）１年内返済の長期借入金、（4）長期借入金

時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。なお、大黒屋の借入金は変動金利であり、１カ月ごとに金利が見直されるこ

とから、時価と帳簿価額は近似しておりますので、当該帳簿価額によっております。　

　

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 　 （単位：千円）

区分
前連結会計年度

（平成24年９月30日）
当中間連結会計期間
（平成25年３月31日）

非上場株式 4,500 4,500

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の投

資有価証券には含めておりません。

　

３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。　
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（有価証券関係）

１．その他有価証券　

前連結会計年度(平成24年９月30日) 

　 種類
連結貸借対照表

計上額（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

　 （1）株式 2,640 2,074 566
連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

（2）債権 － － －

　 （3）その他 － － －

　 小計 2,640 2,074 566

　 （1）株式 16,240 20,121 △3,881
連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

（2）債権 － － －

　 （3）その他 － － －

　 小計 16,240 20,121 △3,881

合計 18,880 22,195 △3,315

（注）非上場株式(連結貸借対照表計上額4,500千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表のその他有価証券には含めておりません。

　

当中間連結会計期間（平成25年３月31日）

　 種類
中間連結貸借対照表

計上額（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

　 ①株式 29,496 22,200 7,295
中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるもの

②債権 － － －

　 ③その他 － － －

　 小計 29,496 22,200 7,295

　 ①株式 － － －
中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えないもの

②債権 － － －

　 ③その他 － － －

　 小計 － － －

合計 29,496 22,200 7,295

（注）非上場株式(中間連結貸借対照表計上額4,500千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表のその他有価証券には含めておりません。　　
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

　当社子会社の大黒屋の本社オフィス及び各店舗の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務

を資産除去債務として認識しております。

　尚、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる

金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

　この見積りにあたり、使用見込期間は入居から８年から20年を採用しております。

　

前連結会計年度（自　平成23年10月１日　至　平成24年９月30日）　

　前連結会計年度において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は64,062千円

であります。

　また、前連結会計年度における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額の増減について、重要なものは

ありません。

　　　

当中間連結会計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日）　

　当中間連結会計期間において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は64,062

千円であります。

　また、当中間連結会計期間における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額の増減はありません。

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及びセグメントの資産の金額に占める「質屋、古物販売業」の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

　

【関連情報】

当中間連結会計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

（1）売上高

　　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

（2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　　該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日）

　のれんの償却280,164千円及び未償却残高7,284,286千円は、全て質屋、古物販売業によるものであります。　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成24年９月30日）
当中間連結会計期間
（平成25年３月31日）

１株当たり純資産額 253.41円 262.25円

　

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当中間連結会計期間

（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）

１株当たり中間純利益金額 8.64円

（算定上の基礎） 　

中間純利益金額（千円） 313,084

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 313,084

普通株式の期中平均株式数（株） 36,223,133

（注）当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、
潜在株式は存在するものの、当該潜在株式に係る株式は非上場であり、期中平均株
価が把握できないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　
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（２）【その他】

該当事項はありません。　
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２【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年９月30日)

当中間会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,683 3,183

短期貸付金（純額） 160,000 123,000

未収入金 10,311 13,800

その他 1,316 256

流動資産合計 181,311 140,241

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 2,551

※2
 2,266

土地 44,027 44,027

その他（純額） ※2
 40

※2
 20

有形固定資産合計 46,619 46,314

投資その他の資産

投資有価証券 4,500 4,500

関係会社株式 ※1
 5,505,100

※1
 5,505,100

長期立替金 100,000 100,000

その他 2,520 866

投資その他の資産合計 5,612,120 5,610,466

固定資産合計 5,658,739 5,656,780

資産合計 5,840,051 5,797,022

負債の部

流動負債

未払金 7,417 15,388

未払費用 331 220

未払法人税等 1,289 955

預り金 1,805 1,055

その他 4 4

流動負債合計 10,847 17,624

負債合計 10,847 17,624
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年９月30日)

当中間会計期間
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金

その他資本剰余金 2,133,292 2,133,292

資本剰余金合計 2,133,292 2,133,292

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △303,479 △353,285

利益剰余金合計 △303,479 △353,285

自己株式 △609 △609

株主資本合計 5,829,203 5,779,397

純資産合計 5,829,203 5,779,397

負債純資産合計 5,840,051 5,797,022
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②【中間損益計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

売上高 673 647

売上原価 677 700

売上総損失（△） △3 △53

販売費及び一般管理費 ※2
 91,152

※2
 52,656

営業損失（△） △91,156 △52,709

営業外収益 ※1
 4,557

※1
 3,501

経常損失（△） △86,598 △49,207

税引前中間純損失（△） △86,598 △49,207

法人税、住民税及び事業税 12,251 597

法人税等調整額 3,214 －

法人税等合計 15,465 597

中間純損失（△） △102,064 △49,805
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,000,000 4,000,000

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,000,000 4,000,000

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 1,000,000 －

当中間期変動額

準備金から剰余金への振替 △1,000,000 －

当中間期変動額合計 △1,000,000 －

当中間期末残高 － －

その他資本剰余金

当期首残高 1,133,292 2,133,292

当中間期変動額

準備金から剰余金への振替 1,000,000 －

当中間期変動額合計 1,000,000 －

当中間期末残高 2,133,292 2,133,292

資本剰余金合計

当期首残高 2,133,292 2,133,292

当中間期変動額

準備金から剰余金への振替 － －

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 2,133,292 2,133,292

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 24,900 －

当中間期変動額

利益準備金の取崩 △24,900 －

当中間期変動額合計 △24,900 －

当中間期末残高 － －

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △141,671 △303,479

当中間期変動額

中間純損失（△） △102,064 △49,805

利益準備金の取崩 24,900 －

当中間期変動額合計 △77,164 △49,805

当中間期末残高 △218,836 △353,285
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 △116,771 △303,479

当中間期変動額

中間純損失（△） △102,064 △49,805

利益準備金の取崩 － －

当中間期変動額合計 △102,064 △49,805

当中間期末残高 △218,836 △353,285

自己株式

当期首残高 △609 △609

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 △609 △609

株主資本合計

当期首残高 6,015,911 5,829,203

当中間期変動額

中間純損失（△） △102,064 △49,805

利益準備金の取崩 － －

当中間期変動額合計 △102,064 △49,805

当中間期末残高 5,913,846 5,779,397

純資産合計

当期首残高 6,015,911 5,829,203

当中間期変動額

中間純損失（△） △102,064 △49,805

利益準備金の取崩 － －

当中間期変動額合計 △102,064 △49,805

当中間期末残高 5,913,846 5,779,397
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【重要な会計方針】

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

　　定率法　ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。　

建物　　　　　８年～34年　

工具器具備品　４年

３．引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

４．その他中間財務諸表作成のための重要な事項　

消費税等の会計処理　

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　

【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

※１．担保提供資産及び担保付債務

前事業年度（平成24年９月30日）

　連結子会社である株式会社大黒屋に対する関係会社株式5,505,100千円について、同連結子会社の総額

5,861,747千円の合同会社湯島キャピタルからの借入金に対する質権が設定されております。

　

当中間会計期間（平成25年３月31日）

　連結子会社である株式会社大黒屋に対する関係会社株式5,505,100千円について、同連結子会社の総額

5,304,254千円の合同会社湯島キャピタルからの借入金に対する質権が設定されております。

　

※２．有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（平成24年９月30日）

当中間会計期間
（平成25年３月31日）

42,587千円 42,893千円

　

　　

（中間損益計算書関係）

※１  営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  
前中間会計期間

（自  平成23年10月１日
至  平成24年３月31日）

当中間会計期間
（自  平成24年10月１日
至  平成25年３月31日）

受取利息 4,551千円 3,489千円

　

※２  減価償却実施額

  
前中間会計期間

（自  平成23年10月１日
至  平成24年３月31日）

当中間会計期間
（自  平成24年10月１日
至  平成25年３月31日）　

有形固定資産 20千円 20千円

　

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度

期首株式数（株）
当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間
末株式数（株）

普通株式 717 － － 717

合計 717 － － 717

　

当中間会計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度

期首株式数（株）
当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間
末株式数（株）

普通株式 717 － － 717

合計 717 － － 717

　

（有価証券関係）

子会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額及び当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は5,505,100千円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認らめれることから記載しておりません。
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（１株当たり情報）

１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前中間会計期間

（自　平成23年10月１日
至　平成24年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）

１株当たり中間純損失金額 △2.82円 △1.37円

（算定上の基礎） 　 　

中間純損失金額（千円） △102,064 △49,805

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純損失金額（千円） △102,064 △49,805

普通株式の期中平均株式数（株） 36,223,133 36,223,133

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失金額であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　
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（２）【その他】

該当事項はありません。　
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第６【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（１）有価証券報告書及びその添付書類

　　事業年度（第30期）（自　平成23年10月１日　至　平成24年９月30日）平成24年12月28日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成25年６月27日

株式会社ディーワンダーランド  

 取締役会　御中    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 誠 監 査 法 人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 武田　剛　　　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 安田　秀志　　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ディーワンダーランドの平成24年10月1日から平成25年9月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

24年10月1日から平成25年3月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を

策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財

務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情

報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ディーワンダーランド及び連結子会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成24年10月1日から平成25年3月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上　

　
　（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成25年６月27日

株式会社ディーワンダーランド  

 取締役会　御中    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 誠 監 査 法 人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 武田　剛　　　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 安田　秀志　　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ディーワンダーランドの平成24年10月1日から平成25年9月30日までの第31期事業年度の中間会計期間（平成24

年10月1日から平成25年3月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。

中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を

損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基

づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の

重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及

び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査に係る監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ディーワンダーランドの平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成

24年10月1日から平成25年3月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上　

　
　（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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